
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

特
設
人
権
相
談
開
催

　

次
の
よ
う
な
状
態
を
見
つ
け
た
ら

土
木
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

・ 

道
路
や
歩
道
に
樹
木
が
張
り
出
し

て
い
る

・ 

枯
れ
木
や
枯
れ
枝
な
ど
、
竹
林
の

繁
茂
に
よ
り
通
行
に
障
害
が
あ
る

ま
た
は
そ
の
恐
れ
が
あ
る
箇
所

・
道
路
の
陥
没
箇
所

問
い
合
わ
せ
先　

土
木
課
管
理
係

　

☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
４
１

　

シ
ベ
リ
ア
戦
後
強
制
抑
留
者
に
対

す
る
特
別
給
付
金
の
請
求
書
類
が
ま

だ
手
元
に
届
い
て
い
な
い
人
は
、
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

対
象
者　

戦
後
強
制
抑
留
者
で
６
月

16
日
（
水
）
に
日
本
国
籍
を
有
す
る

ご
存
命
の
人

受
付
期
限

　

平
成
24
年
３
月
31
日
（
土
）

問
い
合
せ
先

　

独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特

別
基
金
事
業
部
特
別
給
付
金
担
当

　

☎
０
５
７
０
（
０
５
９
）
２
０
４

　

実
際
に
体
を
動
か
し
て
運
動
を
体

験
す
る
教
室
で
す
。
運
動
を
通
じ
て

楽
し
く
健
康
づ
く
り
を
し
て
み
ま
せ

ん
か
？

対
象
者　

菊
池
市
在
住
の
人
（
病
気

療
養
中
の
人
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
）

日　

程　

全
10
回
で
、
日
時
や
場
所

は
別
表
の
と
お
り
で
す
。

定　

員　

 

30
人

参
加
料 

１
、
３
０
０
円
（
食
事
代

２
２
０
円
、
試
食
代
80
円
、
血
液
検

査
料
１
、
０
０
０
円
）

※ 

歩
数
計
を
各
自
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

お
持
ち
で
な
い
人
は
養
生
園
で
も

購
入
で
き
ま
す
。

申
込
期
限　

11
月
15
日(

月)　

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
。

申
込
方
法　

窓
口
に
あ
る
申
請
書
に

記
入
・
捺
印
を
し
て
、
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
・
申
込
先

　

健
康
推
進
課
国
保
・
医
療
給
付
係

　

☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
１
８

　

各
総
合
支
所
民
生
課
衛
生
福
祉
係 

① 

家
庭
の
外
で
仕
事
を
し
て
い
る
場

合
。

② 

家
庭
で
児
童
と
離
れ
て
、
日
常
の

家
事
以
外
の
仕
事
（
内
職
な
ど
）

を
し
て
い
る
場
合
。

③ 

出
産
予
定
月
の
前
後
２
カ
月
で
あ

る
場
合
。

④ 

病
気
・
負
傷
・
心
身
に
障
が
い
が

あ
る
場
合
。

⑤ 

長
期
に
わ
た
り
病
人
や
心
身
に
障

が
い
が
あ
る
同
居
親
族
を
常
時
看

護
し
て
い
る
場
合
。

⑥ 

火
災
な
ど
の
災
害
に
よ
る
復
旧
に

あ
た
っ
て
い
る
場
合
。

⑦
求
職
活
動
中
で
あ
る
場
合
。

⑧ 

そ
の
他
、
前
述
の
①
〜
⑦
に
類
す

る
状
態
で
あ
る
と
市
長
が
認
め
る

場
合
。

保
育
料　

子
ど
も
の
年
齢
と
家
庭
の

課
税
状
況
で
算
定
さ
れ
ま
す
。

そ
の
他　

定
員
を
超
え
る
場
合
は
、

選
考
し
他
の
保
育
所
に
入
所
し
て
い

た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
予
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

定
員
は
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
４
月
に
入
所
で
き
る
児
童
数

は
、
各
園
の
平
成
22
年
度
か
ら
の
継

続
入
所
児
童
数
で
異
な
り
ま
す
。

平
成
23
年
度
５
月
以
降
に
入
所
を
希

望
す
る
人

・ 

５
月
以
降
に
入
所
を
希
望
す
る
場

合
は
、
希
望
す
る
前
月
の
１
日
か

ら
15
日
ま
で
に
入
所
申
込
書
な
ど

を
ご
提
出
く
だ
さ
い

・ 

現
在
、
育
児
休
業
中
で
職
場
復
帰

を
予
定
し
て
い
る
人
は
、
早
め
に

ご
相
談
く
だ
さ
い

問
い
合
わ
せ
先　

子
育
て
支
援
課

　

☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
１
４

用
紙
配
布　

11
月
４
日
（
木
）
〜

受
付
期
間　

11
月
15
日
（
月
）

　
　
　
　
　

〜
12
月
17
日
（
金
）

申
込
書
配
布
・
提
出
先　

子
育
て
支

援
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
民
生
課

受
付
時
提
出
書
類

・ 

保
育
所
入
所
申
込
書
（
児
童
１
人

に
つ
き
１
枚
）

・ 

保
護
者
ま
た
は
家
庭
の
状
況
を
明

ら
か
に
す
る
証
明
書

※ 

家
庭
の
状
況
に
よ
り
市
備
え
付
け

の
書
類
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

（
就
労
証
明
書
、
自
営
業
農
林
業

経
営
者
証
明
書
な
ど
）

随
時
提
出
書
類　

保
育
料
算
定
の
た

め
に
必
要
な
書
類

・ 

確
定
申
告
を
す
る
人
は
、
申
告
後

平
成
22
年
分
確
定
申
告
書
の
写
し

・ 

確
定
申
告
を
し
な
い
人
は
、
平
成

22
年
分
源
泉
徴
収
票
の
写
し
（
職

場
か
ら
受
け
取
り
後
）

・ 

平
成
22
年
度
課
税
台
帳
記
載
事
項

証
明
書
（
平
成
22
年
１
月
１
日
現

在
、
菊
池
市
以
外
に
住
ん
で
い
る

人
の
み
）

入
所
で
き
る
基
準　

児
童
の
保
護
者

や
同
居
し
て
い
る
親
族
そ
の
他
の
人

が
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
き
①
か
ら

⑧
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
児
童
を

保
育
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合
で
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
人
権
相
談

を
開
催
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

と　

き　

12
月
９
日
（
木
）

　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

菊
池
市
中
央
公
民
館
、
旭

志
老
人
憩
い
の
家
、
七
城
多
目
的
研

修
セ
ン
タ
ー
、
泗
水
公
民
館

問
い
合
わ
せ
先　

人
権
啓
発
課

　

☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
０
９

　

各
総
合
支
所
総
務
振
興
課

午
後
５
時
15
分
ま
で
、
同
じ
専
用

電
話
で
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

と　

き　

11
月
15
日
（
月
）

　
　
　
　

〜
11
月
21
日
（
日
）

平
日　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

土
日　

午
前
10
時
〜
午
後
５
時

相
談
担
当
者

　

人
権
擁
護
委
員
、
法
務
局
職
員

相
談
内
容　

夫
婦
、
D
V
、
女
性
差

別
な
ど
女
性
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な

人
権
問
題

※
相
談
内
容
に
つ
い
て
の
秘
密
は
厳

　

守
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

女
性
の
人
権
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
専
用
電
話

　

☎
０
５
７
０
（
０
７
０
）
８
１
０

※ 
熊
本
地
方
法
務
局
で
は
、
月
曜
日

〜
金
曜
日
の
午
前
８
時
30
分
か
ら

　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
で
は
、
環
境
保
護

の
立
場
か
ら
古
い
電
話
帳
の
回
収
を

推
進
し
て
い
ま
す
。
新
し
い
電
話
帳

を
お
届
け
し
た
際
、
古
い
電
話
帳
を

配
達
員
に
お
渡
し
く
だ
さ
い
。

　

渡
せ
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
後
日

回
収
し
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

紙
資
源
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
１
２
０
（
５
０
６
）
３
０
９

　

児
童
扶
養
手
当
と
は
、
父
ま
た
は

母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児

童
を
育
成
す
る
家
庭
の
生
活
の
安
定

と
自
立
を
促
進
す
る
た
め
の
制
度
で

す
。

受
給
で
き
る
人

　

児
童
を
監
護
し
て
い
る
母
、
ま
た

は
児
童
を
監
護
し
、
か
つ
生
計
を
同

じ
く
し
て
い
る
父
、
児
童
を
父
や
母

に
代
わ
っ
て
養
育
し
て
い
る
人

対
象
児
童　

①
、
②
の
ど
ち
ら
に
も

該
当
す
る
児
童
が
対
象
で
す
。

①
年
齢

・ 

18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の

３
月
31
日
ま
で

・ 

20
歳
未
満
で
特
別
児
童
扶
養
手
当

を
受
給
で
き
る
程
度
の
障
が
い
が

あ
る

②
父
ま
た
は
母
の
状
況

・ 

離
婚
し
た
後
、
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
な
い

・
死
亡
ま
た
は
生
死
が
不
明

・
重
度
の
障
が
い
が
あ
る

・
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る

・ 

法
令
に
よ
り
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ

て
い
る

・
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た

対
象
と
な
ら
な
い
児
童

・
日
本
国
内
に
住
所
が
な
い

・ 

父
ま
た
は
母
の
死
亡
に
つ
い
て
支

給
さ
れ
る
公
的
年
金
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る

・ 

父
ま
た
は
母
に
支
給
さ
れ
る
公
的

年
金
の
加
算
対
象
に
な
っ
て
い
る

・ 

労
働
基
準
法
な
ど
規
定
に
よ
る
遺

族
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

・ 

児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
、
ま

た
は
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る

・ 

父
ま
た
は
母
の
配
偶
者(

事
実
上
の

婚
姻
関
係
も
含
む)

に
養
育
さ
れ
て

い
る
と
き(

父
ま
た
は
母
に
重
度
の

障
が
い
が
あ
る
場
合
は
除
く)

・ 

父
母
ま
た
は
養
育
者
が
公
的
年
金

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

所
得
制
限

　

手
当
を
請
求
す
る
本
人
、
そ
の
配

偶
者
お
よ
び
扶
養
義
務
者
の
所
得
が

一
定
以
上
の
場
合
は
、
手
当
の
一
部

ま
た
は
全
部
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

子
育
て
支
援
課

　

☎
0
9
6
8
（
25
）
７
２
１
４

　

８
月
か
ら
父
子
家
庭
の
人
も
児
童

扶
養
手
当
の
対
象
に
な
り
ま
し
た
。

　

受
給
す
る
た
め
に
は
申
請
が
必
要

で
す
。
支
給
要
件
は
、
上
記
に
記
載

し
て
い
る
「
児
童
扶
養
手
当
制
度
」

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
広
報
き
く
ち

８
月
号
26
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

11
月
30
日
（
火
）
ま
で
に
申
請
さ
れ

る
と
、
次
の
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
。

・
７
月
31
日
（
土
）
以
前
に
該
当

　

８
月
分
か
ら
支
給

・
８
月
１
日
（
日
）
以
降
、
11
月
30
日

（
火
）
ま
で
に
該
当

　

要
件
に
該
当
し
た
日
の
翌
月
分
か

ら
支
給

申
請
期
限　

11
月
30
日
（
火
）

※ 

期
限
を
過
ぎ
る
と
「
申
請
の
翌
月

分
」
か
ら
の
支
給
に
な
り
ま
す
。

忘
れ
ず
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
支
援

課
、
各
総
合
支
所
民
生
課
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

子
育
て
支
援
課

　

☎
0
9
6
8
（
2
5
）
７
２
１
４

強
制
抑
留
者
に
対
す
る
特
別

給
付
金
の
請
求
受
付

父
子
家
庭
の
児
童
扶
養
手
当

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

申
請

募
集

菊
池
市
健
康
づ
く
り
教
室

い
き
い
き
養
生
塾
第
４
期
生

平
成
23
年
４
月
１
日
か
ら
新

規
で
保
育
所
に
入
所
を
希
望

す
る
児
童
を
募
集
し
ま
す

相
談

古
い
電
話
帳
の
回
収
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

倒
木
や
枝
の
張
り
出
し

道
路
陥
没
を
見
つ
け
た
ら

児
童
扶
養
手
当
制
度

児童扶養手当支給額 (月額 )
区分 全部支給 一部支給

児童１人 41,720円 41,710円
～9,850円

児童２人 46,720円 46,710円
～14,850円

児童３人
以上

３人目以降１人当たり
3,000円加算

※一部支給は、所得額に応じて支給額が決定さ
　れます。

と　き 内容 (体験・学習 ) ところ
11月17日（水） 開講式、体力測定 養生園
11月24日（水） 体力測定でわかった筋力に合わせてはじめる筋トレとストレッチ 養生園
11月27日（土） わくわくエアロビクス 養生園
12月８日（水） 健康づくりのための速歩を体験しよう 養生園
12月15日（水） ４メッツの速歩で100キロカロリー消費に挑戦 養生園
12月22日（水） 筋力トレーニングの実践 養生園
１月７日（金） 家で出来るステップ運動 養生園
１月12日（水） 家で出来るながら運動とサーキットトレーニング 養生園
１月19日（水） 楽しく運動しながら、継続出来る運動の紹介 泗水体育館
1月26日（水） 閉講式、体力測定、運動効果の確認 養生園

保育所一覧表
保育所名 住所 定員 経営

主体
第一幼楽園 隈府785 120 公立
第二幼楽園 隈府441 90 公立
菊之池保育園 野間口721 90 公立
花房保育園 出田2515 60 公立
ルンビニ保育園 赤星892-4 60 私立
あすなろ保育園 雪野1738-3 70 私立
菊池ひかり保育園 亘109 120 私立
菊池さくら保育園 豊間304-2 70 私立
菊池みゆき保育園 北宮308-1 60 私立
菊池乳児保育園 野間口826 30 私立
砦保育園 七城町流川212 60 公立
加茂川保育園 七城町甲佐町280-1 60 私立
清泉保育園 七城町林原948-2 60 私立
北合志保育園 旭志麓2915-39 40 私立
新明保育園 旭志新明2554 80 私立
川辺保育園 旭志川辺84-1 90 私立
泗水東保育園 泗水町富納464-1 100 私立
富原保育園 泗水町吉富175-46 120 私立
吉富保育園 泗水町吉富2658 80 私立
田島保育園 泗水町田島584-1 70 私立
福本保育園 泗水町福本1792 120 私立
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